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（５）ＥＰＡ税率の適用を受けるためには① 

他の国 

① 輸出入される産品に関し、EPA税率が設定されていること 

                  （EPA税率の場合、協定の譲許表） 

輸出国 

② 生産された貨物が、｢原産品｣である

と認められること(＝原産地基準を満た
していること) 

③ 運送の途上で｢原産品｣という資格を失っ
ていないこと(＝積送基準を満たしている
こと) 

④ 税関に対して、②、③に関する書類を

提出するなど、必要な手続き（手続要件）を
行うこと 

  輸入国 

４つの条件をすべて 
満たさなければいけない！ 

どうしたらEPA税率を利用できるのか 

リキュール 



原産地規則の必要性（イ） 

日本 

 

 

 

 

 

Ａ国 

(ＥＰＡ相手国) 

 

 

 

ＥＰＡは、国と国との間の経済的な結び付きを強化しようというもの 

ＥＰＡ税率
を適用 

⇒お互いの国民の利益となることが必要 

⇒ＥＰＡ締約国において、”本当に生産された”(又は、”これぐらいであればＥ

ＰＡに基づく利益を与えても差し支えないと認められる程度の生産がされ
た”)産品に対してのみＥＰＡ税率を適用することが必要。 
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（５）ＥＰＡ税率の適用を受けるためには② 



日本 

 

 

 

 

 

Ａ国 

(ＥＰＡ相手国) 

 

 

 

第３国 

 

 

 

 

もしもこれを 日本産 と偽って、Ｅ
ＰＡ税率を適用されると？ 

しかも、｢真の｣日本産より安価だっ
たら？ 

単なる積
替え等 

原産地規則の必要性（ロ） 
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（５）ＥＰＡ税率の適用を受けるためには② 



日本 

 

 

 

 

 

Ａ国 

(ＥＰＡ相手国) 

 

 

 

第３国 

 

 

 

 

このような判断を行えるように
するためのルールとして、原産
地規則が必要。 

単なる積
替え等 

ＥＰＡ税
率不適用 

ＥＰＡ税
率適用 

原産地規則の必要性（ハ） 
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（５）ＥＰＡ税率の適用を受けるためには② 



ＥＰＡ全般 

関税分類 

原産地規則 

必要となり得る知識 

税
関･

財
務
局
主
催
の
Ｅ
Ｐ
Ａ

利
用
支
援
セ
ミ
ナ
ー 

ＥＰＡ譲許表 

ＥＰＡ/ＦＴＡ税率利用までのプロセス概略 

各
税
関
に
お
け
る

個
別
の
輸
出
相
談 

商工会議所 

産品の生産工
程 

必要となり得る情報 

原材料に係る情
報(ＨＳ番号、価

格等) 

企業の経営判断 

出典 ： 通商白書2014（第Ⅲ－1－4－13図）に基づき作成 
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（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス① 



ＨＳ番号をどのように確認するのか？ 

• ＨＳ番号（ＨＳコード、関税分類番号）の確認 

 
具体的には ？？？？ 

・ 過去に輸出入実績があれば、許可された輸出入申告書に記載されて 

 いるHS番号を調べる。 
 

・ 税関の『関税率表解説・分類例規』で調べる。 

   http://www.customs.go.jp./tariff/kaisetu/index.htm 
 
・ 近隣の税関に問い合わせる。 
 
・ 輸入者を通じて輸入国の税関に問い合わせる。 
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（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス② 



第２部　植物性生産品
　第９類　コーヒー、茶、マテ及び香辛料

番号 基本 暫定 WTO協定 特恵 特別特恵 シンガポール メキシコ マレーシア チリ タイ インドネシア ブルネイ アセアン
H.S.  code General Temporary WTO GSP LDC Singapore Mexico Malaysia Chile Thailand Indones ia Brunei ASEAN

09.02 茶（香味を付けてあるかないかを問わない。）

0902.10 000 　　緑茶（発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下
　　の直接包装にしたものに限る。）

20% 17% 無税 7.4% 6.4% 3.1% 7.4% 8.5% 8.5% 8.5%

0902.20 　　その他の緑茶（発酵していないものに限る。）

100 　　　　1 くず（飲用に適するものを除く。） 無税 （無税） 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

200 　　　　2 その他のもの 20% 17% 無税 7.4% 6.4% 3.1% 7.4% 8.5% 8.5% 8.5%

0902.30 　　紅茶及び部分的に発酵した茶（正味重量が3キログラム以下
　　の直接包装にしたものに限る。）

20% 無税

010 　　－ 紅茶 12% 2.2% 1.1% 2.2% 2.2% 3.3% 3.3% 3.3%

090 　　－ その他のもの 17% 7.4% 6.4% 3.1% 7.4% 8.5% 8.5% 8.5%

0902.40 　　その他の紅茶及び部分的に発酵した茶

100 　　　　1 くず（飲用に適するものを除く。） 無税 （無税） 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

　　　　2 その他のもの

210 　　　　　　(1)紅茶 5% 3% 2.5% 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

220 　　　　　　(2)その他のもの 20% 17% 無税 7.4% 6.4% 3.1% 7.4% 8.5% 8.5% 8.5%

09.03

0903.00 000 マテ 20% 12% 6% 無税 2.2% 0.5% 1.1% 1.1% 1.6% 3.3% 3.3%

関税率（経済連携協定）
Tariff  rate(EPA)

統計番号
Stati s ti ca l  code 品名

Description

関税率
Tariff rate

（税関ウェブサイト 実行関税率表） 

 http://www.customs.go.jp/tariff/ 

物品を日本に輸入する場合のＥＰＡ税率は、税関のウェ
ブサイトの「実行関税率表」で調べることができます。  
⇒  「実行関税率表」で検索！ 

EPA税率 

EPA税率の確認(輸入) 

WTO税率 

 

 

 

HS  0 9 0 2 . 1 0 – 0 0 0 

号 

 類 

項 

14 

（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス③ 



メキシコに自動車（8703.90）を
輸出する場合。 

日本貿易振興会（JETRO）が契約している

World Tariffを使えば、日本に居住している

方は、我が国がＥＰＡを締結している国を含

む175カ国の関税率を調べることができます

（JETROのページからユーザー登録が必要

です（無料））。 

（ＪＥＴＲＯ 世界各国の関税率）  

http://www.jetro.go.jp/theme/trade/tariff/ 

メキシコに自動車（8703.90）を
輸出する場合。 

EPA税率の確認(輸出) 

日メキシコEPAを利用すれば、メ

キシコにおいて、関税なしで輸入
することができる。 
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（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス③ 
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原産地規則 

原産地基準 

完全生産品 

実質的変更基準を 
満たす産品 

実質的変更基準の例外 

累積 

関税分類変更基準 

加工工程基準 

付加価値基準 

僅少の非原産材料 

原産資格を与えるこ
ととならない作業 

原産材料のみから 
生産される産品 

実質的変更基準 

（材料：非原産材料を使用） 

（材料：原産材料のみ） 

（材料：[自然]または完全生産品のみ） 

原産地規則の３つの構成要素 

３種類の原産品 

積送基準 

手続的規定 

ＥＰＡ原産地規則の構成(概要) 

（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス④ 
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    貨物が相手国に到着するまでに原産品としての資格を 

    失っていないかどうかを判断する基準 

 

 

 

  

 
 

 
 直接運送されること 

 第三国を経由する場合には、当該第三国において許容される作
業は、積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なそ

の他の作業のみ   

積送基準 

相手国 日本 

第三国 

（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス⑤ 
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“手続的規定を満たすこと”をどのように確認するのか？ 

 輸入国において必要な書類の準備 

 

○ 貿易取引に関する書類 

    通し船荷証券の写し等 

○ 次の１、２、３の書類のうち、いずれかの書類 

（輸出国の政府・関係機関が発給するもの） 

   1 原産地証明書 

（ご自身でご用意いただけるもの） 

   2 認定輸出者による自己証明（原産地申告）*1   

     （日スイスEPA、日ペルーEPA及び日メキシコEPAをご利用の場合 

   3 原産品申告書等 

     （日豪EPAの自己申告制度をご利用の場合） 

輸 

入 

国 

の 

税 

関 

提
出 

(※）EPA税率の適用を受ける際に必要な書類は、EPAにより異なる場合があります。 

＋ 

*1：原産地申告を記入
したインボイス等の商
業上の書類 

（６）ＥＰＡ税率利用までのプロセス⑥ 


